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論　　　説

は　じ　め　に

　性的暴力とはある人から他の人に，同意を
得ることなく加えられた性的行為すべてを言
う。性犯罪を受けた被害者は，大きな精神的・
肉体的負担を一方的に受けることとなる。こ
の性的暴力による肉体的・精神的被害を医学
的に正確に評価し，必要あれば治療を行い，
日常生活・社会生活に適切に復帰・適応でき
るよう医学的支援を行うことが専門職たる
我々産婦人科医師に求められている。
　今回，この小稿においては，まず青森県に
おけるこれまでの性犯罪被害者支援について
関係諸機関の状況を交えて解説する。さらに
現在，我が国において推進されている性犯罪
被害者支援対策に基づき青森県内の産婦人科
医に求められている役割，すなわち「医学的
役割・診療の実際」や「法的役割・警察との
連携」とそれに関わる「諸留意事項」につい
て述べ，今後の問題点についても指摘したい。

性犯罪被害者への対応の経緯

1 ）行政の対応

　これまで性犯罪が発生した場合，警察署は
被害者の診察を近隣の産婦人科に依頼し，証
拠採取と診断書の作成を警察の予算において
行っていた。
　平成 18 年度，国は犯罪被害者等基本法の
施行に伴い，性犯罪被害者が受ける経済的・
精神的負担を軽減する等の目的で，性犯罪被
害者に対して性感染症や緊急避妊，さらに
万一妊娠した場合の人工妊娠中絶の費用等を
負担する制度を開始した。平成 19 年度から
は青森県もこの制度を導入した。この制度の
導入に際して，警察庁は全国の都道府県警察
に対し，「事件発生時における迅速かつ適切
な診断・治療及び証拠採取や女性医師による
診断等を行うために，産婦人科医会とのネッ
トワークを構築し，具体的支援を受けるため
の連携強化等を図り，適切かつ円滑な性犯罪
捜査を推進する」ように指示した。そのため
には，地域医師会や産婦人科医会支部との連
携が必要とされている。
2）日本産婦人科医会の対応
　日本産婦人科医会女性保健部は，性犯罪被
害者への公的な医療支援に関する対応とし
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て，「産婦人科における性犯罪被害者対応マ
ニュアル」（平成 20 年 6 月刊）を作成し，医
会会員への協力を依頼した。また，警察庁や
被害者支援団体関係者とも意見交換の場を
持っている。
3）青森県内の産婦人科における対応
　従来，地域の産婦人科医が被害者の診察や
腟分泌物の採取・提出，診断書作成などにつ
いて個別に警察に協力していた。しかし，県
内にある 18 警察署のうち，所轄内に産婦人
科医療施設がある地域は 10 ヶ所に過ぎない
ため，地元での対応が困難なことがある。さ
らに，産婦人科医療施設がある地域において
も分娩中止に伴う無床化により夜間・休日の
対応が困難な場合もある。また，地元での産
婦人科における診療を望まないため他地域ま
で被害者が出向くこともある。以上のように，
実際の運用については問題点が少なくない。
　青森県医師会では平成 11 年から，警察の
依頼により所轄警察の性犯罪被害者担当警察
官対象の研修会へ講師を派遣している（テー
マ：「産婦人科医から見た性犯罪被害とその
医学的対応」）。平成 19 年からは，国の性犯
罪被害者に対する公費支援制度に対しても地
域の産婦人科医が個別に対応していた。しか
し，現場での運用上の混乱を解消するために，

平成 22 年度から青森県臨床産婦人科医会女
性保健委員会において，全県的なシステム構
築を検討中である。

性犯罪被害者に対する産婦人科医の役割
と診療の実際

　性犯罪被害者に対する診療において，産
婦人科医は医学的役割と法的役割を有する
（表 1）。日本産婦人科医会女性保健部が作成
した「産婦人科における性犯罪被害者対応マ
ニュアル」を参考に診療を行う。
1）医学的役割
①インフォームドコンセント
　性犯罪被害者に対して，産婦人科における
診察が必要な医学的理由を必ず説明し，診察
の同意を得る。診察は被害を受けた直後にお
いては精神的な負担になりうるが，被害者自
身に心身のコントロールを取り戻させるきっ
かけとなる。
②正確な病歴聴取（婦人科歴）
　最終月経，妊娠出産歴，性感染症の有無，
避妊方法の有無を聴取・記載する。
③身体的傷害を評価判定し治療
　性犯罪被害者の約 40% は，何らかの外傷
を受けている（暴力を振るわれたり，抵抗し
たりしたことによる）。外傷は軽度で入院や

医学的役割
　① インフォームドコンセント
　② 正確な病歴聴取（婦人科歴）
　③ 身体的傷害を評価判定し治療
　④ 適切な培養検査を行い感染症があれば治療
　⑤ Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・梅毒・HIVなどの血液検査
　⑥ 予防的抗生物質などの投与
　⑦ 望まない妊娠を避けるための治療
　⑧ 妊娠してしまった場合は人工妊娠中絶を考慮
　⑨ カウンセリング
　⑩ フォローアップ
法的役割
　① 事件の正確な記述
　② 肉体的傷害の記録
　③ サンプル採取（腟分泌液，恥毛，爪下残留物，唾液など）
　④ 警察に報告していない場合には被害者の同意を得て報告・証拠採取

表１　性犯罪被害者の診療における産婦人科医の役割
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外科的処置が必要のないものが多い。
　全身の検索，外傷の記録（出血，皮下出血，
擦過傷，切創）を行う。外陰部外傷は，特に
性交経験がないか少ない女性や，腟外陰の萎
縮した老婦人に多くみられる。処女膜や腟部
表面の切創，外尿道口付近の切創，腟裂傷（腟
円蓋部の裂傷で腸管が腟内に脱出することも
あり得る）を検索するが，咬創（全身，特に
外陰部や乳房）や口腔内挿入による口腔内や
喉頭の外傷について確認することもある。稀
には外傷による出血や血腫形成などにより全
身状態が悪化し，治療を先行する場合もある。
　外傷の有無・状況については，カルテ記載
と診断書作成が必要である。外傷がない場合
にも「外陰及び腟に外傷を認めない」等の記
載が必要である。
④適切な培養検査を行い感染症があれば治療
⑤ B型肝炎，C型肝炎，梅毒，HIV などの
血液検査
　性交渉感染症（淋菌，クラミジア，トリコ
モナス，カンジダなど）について検査（顕微
鏡検査，細菌培養，クラミジア抗原，クラミ
ジア・淋菌核酸増幅同定法）を行う。必要あ
れば適切な時期に血清反応を行い，B型肝炎，
C型肝炎，梅毒，HIV についても検索を行
うことがある。検査費用については，梅毒，
HIV，クラミジア，トリコモナス，カンジダ，
Ｂ型肝炎，淋病については公費負担対象とな
る。
⑥予防的抗生物質などの投与

　一般的には後日，検査結果を確認してから
治療するが，被害者と相談のうえ，予防的に
抗生物質などの投与を行うこともある。
⑦望まない妊娠を避けるための治療
　望まない妊娠のおそれがある場合には，緊
急避妊薬を処方し，その後の対応について
説明する。現時点ではプラノバールによる
Yuzpe 法， 今後はノルレボ錠を使用する。説
明については，日本産婦人科医会女性保健部
会が作成した「あなたにも知って欲しい “緊
急避妊ピル” のこと」を参考にする。費用は
公費負担対象である。
⑧妊娠してしまった場合は人工妊娠中絶を考
慮
　妊娠してしまった場合は母体保護法指定医
による人工妊娠中絶を考慮する。母体保護法
第 14 条第 1 項第 2 号（暴行若しくは脅迫に
よって又は抵抗若しくは拒絶することができ
ない間に姦淫されて妊娠したもの）による。
　青森県においては手術に関する費用は全額
公費負担となる。DNA鑑定のために内容物
の一部の提出を求められることがある。
⑨カウンセリング
　現時点では，産婦人科医がカウンセリング
まで行うことは困難である。実際には犯罪被
害担当の女性警察官がカウンセラーの資格を
有していることがあるのでフォローを依頼す
る。また精神科医・心療内科医，心理療法士，
被害者の会への連携が必要な場合もある。
⑩フォローアップ

① 初診料（投薬料及び検査料を含む）
② 初診に伴う院外投薬料
③ 初回処置料
 　・致傷に伴う処置料及び薬剤料
 　・子宮頸管粘液採取に伴う費用
 　・腟洗浄，尿検査，超音波検査に伴う費用
④ 性感染症検査費用（再診料を含む）
 　・梅毒，HIV，クラミジア，トリコモナス，カンジダ，Ｂ型肝炎，淋病
⑤ 緊急避妊料
⑥ 人工妊娠中絶費用（再診料を含む）
⑦ 診断書料（1通分）

表２　性犯罪被害者への自費診療に対する公費負担の対象項目
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　感染症の結果や緊急避妊の効果について再
度外来を受診してもらう必要がある。また被
害者・家族は被害を受けた時点では気が動転
していて，病状の説明内容を理解していない
ことがあるので，後日，病状を再度説明する
ことは重要である。
　状況に応じて，外傷，感染症，妊娠，精神
状態に対する検査治療の計画を立てたり，か
かりつけ医や専門家への紹介が必要になった
りすることもある。
2）法的役割
①事件の正確な記述
　実際には，同伴する警察官からおおよその
状況を説明してもらうことで十分なことが多
い。
②肉体的傷害の記録
　性器の傷害のみならず全身の傷害状況につ
いても記録する必要がある。被害時の負傷の
有無により，強制わいせつ罪～強制わいせつ
致死傷罪，強姦罪～強姦致死傷罪で刑罰の重
さが異なる。
③サンプル採取
　あらかじめ青森県警察本部の作成した「性
犯罪被害者対応マニュアル」の内容を理解し
ておく必要がある。腟分泌液を検査キットの
綿棒にて採取する。採取方法・注意事項につ
いては警察の資料を参照する。また，警察か
らの要望がある場合には，恥毛，爪下残留物，
唾液などの検体採取に協力することもある。
採取物の提出に際しては，任意提出書に署名
捺印する。
④警察に報告していない場合
　警察に報告せずに直接来院した場合には，
被害者の同意を得て報告し，証拠を採取・保
管することもある。

性犯罪被害者の診療を行うに当たっての
留意事項

1 ）警察署の所轄内に産婦人科医療機関がな
い場合
　遠隔地からの診療の要請もあり得る。診察
についての手順について十分に打ち合わせる

必要がある。
2）性犯罪被害者の心理について
　性暴力は，被害者の人権と尊厳を踏みにじ
る極めて悪質な犯罪である。被害者は身体的
な被害のみならず，精神的にも深い傷を負っ
ている。被害者が産婦人科を受診する場合に
最も強く望むことは，被害にあったことは誰
にも知られたくないこと，他の患者と顔を合
わせたくないことである点に留意する。
　来院に際しては，被害者への格別の理解と
配慮が必要である。性犯罪は「人目につきに
くい時間帯（夜間）」に起こることが多く，
捜査員に付き添われての来院でも，できるだ
け他の患者と出会うことのないように誘導す
ることが望ましい。また，日中の通常の外来
においては，警察官に付き添われて待合室で
待機することは避けたい。被害者の誘導につ
いて，あらかじめ警察と産婦人科担当者・事
務担当者との打ち合わせを行っておくことが
望ましい。
　診察に際しては，被害者の心理的・身体的
なストレスを十分に理解し，看護師の立ち会
いのもと，被害者の立場に立った診察・治療
への心がけが必要である。
　問診などへの配慮も求められる。必要な情
報は予め警察官からも入手しておく。問診に
際しては被害者と対等な立場に立って行う。
　診療が公費負担となる場合は，指定の請求
書を使用し，後日，請求する。公費負担とな
る項目（表 2）は決められているので，あら
かじめ事務との調整も必要である。
3）具体的な資料採取方法
　警察から支給された検査キットの腟内容物
採取用綿棒にて腟内容物を採取する。ゴム手
袋を着用のうえ，腟内を洗浄する前に採取す
る。DNA鑑定に充分な量を採取する。
4）警察へ被害届を出していない場合
　性犯罪被害を受けていても，警察へ被害届
を出さずに産婦人科を受診することがある。
状況に応じて，警察の作成したリーフレット
「青森県警察からのお知らせ～性犯罪被害に
遭われた方へ～」を利用し被害の届出につい
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て助言する。被害届が出された場合には診療
について公費支援がなされる。診療後に届出
をする可能性のある場合に備えて，腟内容物
の資料採取を行い保管することもある。

今 後 の 課 題

　以下の点については，今後も引き続き，青
森県臨床産婦人科医会女性保健委員会におい
て対応が協議されるべきものと考える。
1）医学的な対応の標準化：マニュアルの周
知や研修会の開催
2）身体的面だけでなく，長期にわたる精神
的サポート体制の確立・連携
3）指定医療機関での適切な対応
4）産婦人科医との連携の充実：協力施設及
び協力医（女性医師も含む）のリスト作成

お わ り に

　専門職として協力する産婦人科医としての
資質の向上と，性犯罪被害者の負担を減らす

ような全県的なシステムの構築が不可欠であ
る。そのためには，青森県臨床産婦人科医会
単体ではなく，県医師会等との密接な連携が
不可欠であり，行政諸機関との情報交換およ
び粘り強い交渉が大切だと思われる。
　女性に対して身体的にも精神的にも大きな
負担を強いる，この卑劣な性犯罪がなくなる
ことを産婦人科医として願うものである。
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